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(57)【要約】
【課題】乳化物である剤の安定性及び剤の特定範囲の粘度の安定性を維持した毛髪化粧料
組成物の提供。加えて、染毛力、明度が良好な毛髪化粧料組成物の提供。また、これらの
効果を奏する多剤式毛髪化粧料組成物の第１剤の提供。
【解決手段】乳化物である毛髪化粧料組成物であって、（Ａ）高級アルコール、（Ｂ）非
イオン性界面活性剤を含有し、下記（ａ）～（ｃ）の条件を満たす毛髪化粧料組成物。（
ａ）粘度が８０００～２５０００ｍＰａ・ｓである。（ｂ）（Ａ）成分の配合量が４．０
～８．０質量％である。（ｃ）（Ａ）成分の全量に対する、Ｃ２２以上の高級アルコール
量の質量比が０．５０～１である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
乳化物である毛髪化粧料組成物であって、
　（Ａ）高級アルコール、（Ｂ）非イオン性界面活性剤を含有し、下記（ａ）～（ｃ）の
条件を満たすことを特徴とする毛髪化粧料組成物。
　（ａ）粘度が８０００～２５０００ｍＰａ・ｓである。
　（ｂ）（Ａ）成分の配合量が４．０～８．０質量％である。
　（ｃ）（Ａ）成分の全量に対する、Ｃ２２以上の高級アルコール量の質量比が０．５０
～１である。
【請求項２】
前記毛髪化粧料組成物において、（Ｂ）成分に対する（Ａ）成分の質量比（Ａ）／（Ｂ）
が１．２０～３．０であることを特徴とする請求項１に記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項３】
前記毛髪化粧料組成物が、圧縮ガス又は液化ガスにて吐出されることを特徴とする請求項
１又は請求項２に記載の毛髪化粧料組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乳化物である毛髪化粧料組成物に関する。また、アルカリ剤を含有する毛髪
化粧料組成物に関する。詳しくは、圧縮ガス又は液化ガスを用いて吐出される毛髪化粧料
組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、アルコールの炭素数に着目した化粧品が種々開発されてきた。
【０００３】
　下記特許文献１には、(Ｉ)２０を越える炭素原子を有する少なくとも１つの脂肪アルコ
ール、及び(ＩＩ)場合によっては最大２０の炭素原子を有する一又は複数の脂肪アルコー
ル、及び(ＩＩＩ)５を越えるＨＬＢを有する少なくとも１つのオキシアルキレン化非イオ
ン性界面活性剤、及び(ＩＶ)場合によっては５以下のＨＬＢを有する一又は複数のオキシ
アルキレン化界面活性剤を、重量比[(ＩＩＩ)]／[(Ｉ)＋(ＩＩ)＋(ＩＶ)]が１以下になる
ような割合で含有する組合せをさらに含む組成物により、良好な色調を実現することの開
示がある。
【０００４】
　下記特許文献２には、（Ａ）炭素数１６～２２の直鎖状のアルキル基を有する高級アル
コール４．０質量％以下（０は含まない）、（Ｂ）アニオン性界面活性剤５．０～１５．
０質量％、（Ｃ）カチオン性界面活性剤１．０～５．０質量％、（Ｄ）アルカリ剤を含有
するエアゾール型クリーム状染毛剤第１剤を用いることで、原液の乳化安定性が良好で、
噴出する時その噴出量が経時的に安定であり、更には使用感に優れることの開示がある。
【０００５】
　下記特許文献３には、（Ａ）炭素数１６～２２の直鎖状のアルキル基を有する高級アル
コール、（Ｂ）炭素数６～４１の飽和又は不飽和高級脂肪酸、（Ｃ）カチオン性界面活性
剤、（Ｄ）アルカリ剤を含有するエアゾール型クリーム状染毛剤第１剤を用いることで、
原液の乳化安定性が良好で、噴出する時その噴出量が経時で安定であり、更には使用感に
優れることの開示がある。
【０００６】
　下記特許文献４には、（ａ）アルカリ剤、（ｂ）界面活性剤、（ｃ）炭素数２０以上か
つ２５以下の直鎖状のアルキル基を有する高級アルコール、（ｄ）炭素数１０以上かつ１
９以下の直鎖状のアルキル基を有する高級アルコール及び（ｅ）水、必要により（ｆ）染
料を含有するとともに、成分（ｃ）と成分（ｄ）の重量比（成分（ｃ）の重量／成分（ｄ
）の重量）が０．３～１０である脱色剤組成物、染毛剤組成物を用いることで、刺激臭を
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低減させることができることの開示がある。
【０００７】
　下記特許文献５には、酸化染料、アルカリ剤、界面活性剤及び水を含有し、使用時に酸
化剤を含有する酸化剤組成物と混合調製される染毛剤組成物であって、（Ａ）アスコルビ
ン酸類を１～１０重量％
含有するとともに（Ｂ）炭素数２０～２５の高級アルコールを含有する染毛剤組成物によ
り、染毛力を維持しつつ、地肌汚れを一層抑制することができるとともに粘度安定性を向
上させることができることの開示がある。
【０００８】
　下記特許文献６には、（Ａ）炭素数１０～１９の直鎖脂肪族アルコール、（Ｂ）炭素数
２０～２５の直鎖脂肪族アルコール、（Ｃ）炭化水素油、動植物油及びエステル油から選
ばれる油性成分、（Ｄ）カチオン界面活性剤を含有し、全組成中に含まれる成分（Ａ）及
び成分（Ｂ）の総量と成分（Ｄ）との質量比〔（Ａ）＋（Ｂ）〕／（Ｄ）が５～２０であ
り、かつ第１剤中に含まれる成分（Ｂ）と成分（Ａ）との質量比（Ｂ１）／（Ａ１）が０
．０５以上０．３未満である毛髪脱色又は染色用組成物により、「刺激臭」、「髪の感触
」、「明色性」、「タレ落ち」、「混合性」が改善されることの開示がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－２０６８２９号公報
【特許文献２】特開２００３－２０１２２４号公報
【特許文献３】特開２００４－０９１３５９号公報
【特許文献４】特開２００４－１８９６３８号公報
【特許文献５】特開２００５－０５３８７６号公報
【特許文献６】特開２００８－２９０９４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記した各種組成物の組成からわかるように、アルコールの炭素数が仮に同じであって
も、他の成分の併用により異質の効果が確認される。即ち、アルコールの炭素数の開示か
らは、他の成分の併用により発揮される効果は予測できなかった。
【００１１】
　例えば、毛髪化粧料組成物の染毛性能を向上させるため、高級アルコール量を増やすと
いう手法を採用することができるが、粘度が上昇しすぎてしまうおそれがあり、適正な粘
度の維持と染毛性の両立は困難であった。また、多剤式毛髪化粧料組成物のアルカリ剤を
含有する第１剤において、当該第１剤の粘度安定性を向上させるには、高級アルコールの
種類を変更する、界面活性剤の量を少なくするという手法を採用することができるが、乳
化物である剤の安定性が悪くなる（分離が起こる）おそれがあり、第１剤の適正な粘度の
安定と乳化物である剤の安定とは両立が困難であった。
【００１２】
　よって、乳化物である剤の安定性及び剤の特定範囲の粘度の安定性を維持した毛髪化粧
料組成物を提供することを、本発明が解決すべき課題とする。加えて、染毛力、明度が良
好な毛髪化粧料組成物を提供することを、本発明が解決すべき課題とする。また、これら
の効果を奏する多剤式毛髪化粧料組成物の第１剤を提供することを、本発明が解決すべき
課題とする。
【００１３】
　本願発明者は、鋭意検討の末、多剤式毛髪化粧料組成物の第１剤において乳化物である
剤の安定性及び剤の特定範囲の粘度の安定性を維持しつつ、染毛力、明度が良好な多剤式
毛髪化粧料組成物を完成した。即ち、これらの効果を奏する多剤式毛髪化粧料組成物の第
１剤も完成した。また、毛髪化粧料組成物は１剤式とすることができるので、上記効果を
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奏する毛髪化粧料組成物も完成した。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　（第１発明の構成）
　上記課題を解決するための本願第１発明の構成は、
　乳化物である毛髪化粧料組成物であって、
　（Ａ）高級アルコール、（Ｂ）非イオン性界面活性剤を含有し、下記（ａ）～（ｃ）の
条件を満たす毛髪化粧料組成物である。
（ａ）粘度が８０００～２５０００ｍＰａ・ｓである。
（ｂ）（Ａ）成分の配合量が４．０～８．０質量％である。
（ｃ）（Ａ）成分の全量に対する、Ｃ２２以上の高級アルコール量の質量比が０．５０～
１である。
【００１５】
　Ｃ２２以上の高級アルコールの質量の合計を、全高級アルコール質量で割った値が「（
Ａ）成分の全量に対する、Ｃ２２以上の高級アルコール量の質量比」である。
【００１６】
　（第２発明の構成）
　上記課題を解決するための本願第２発明の構成は、
　前記毛髪化粧料組成物において、（Ｂ）成分に対する（Ａ）成分の質量比（Ａ）／（Ｂ
）が１．２０～３．０である第１発明に記載の毛髪化粧料組成物である。
【００１７】
　（Ａ）成分と（Ｂ）成分の質量比「（Ａ）／（Ｂ）」は（Ａ）成分の質量を（Ｂ）成分
の質量で割った値である。
【００１８】
　（第３発明の構成）
　上記課題を解決するための本願第３発明の構成は、
　前記毛髪化粧料組成物が、圧縮ガス又は液化ガスにて吐出される第１発明又は第２発明
に記載の毛髪化粧料組成物である。
【００１９】
　（第４発明の構成）
　上記課題を解決するための本願第４発明の構成は、
　第１発明～第３発明のいずれかに記載の毛髪化粧料組成物が更にアルカリ剤を含有し、
多剤式毛髪化粧料組成物の第１剤を構成する、毛髪化粧料組成物である。
【００２０】
　（第５発明の構成）
　上記課題を解決するための本願第５発明の構成は、
　更にアルカリ剤を含有した第１発明～第３発明のいずれかに記載の毛髪化粧料組成物を
第１剤とする多剤式毛髪化粧料組成物である。
【００２１】
　（第６発明の構成）
　上記課題を解決するための本願第６発明の構成は、
　第１発明～第４発明のいずれかに記載の毛髪化粧料組成物を、圧縮ガス又は液化ガスを
用いて吐出する毛髪化粧料組成物の使用方法である。
【発明の効果】
【００２２】
　（第１発明）
　上記第１発明により、乳化物である剤の安定及び特定の粘度領域での少ない粘度変化の
両効果を得ることができる。Ｃ２２以上の高級アルコールを比較的多量に使用するので、
他の高級アルコールと比較し、同量配合した場合の高温下での乳化安定性に優れ、粘度変
化が少ないという効果がある。粘度安定性及び乳化安定性に優れるので、毛髪化粧料組成
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物は長期間保存可能である。また、毛髪化粧料組成物は、明度付与効果や染毛力に優れる
。本願発明者は鋭意研究を重ねた結果、上記（ａ）～（ｃ）の条件を満たすことで、毛髪
化粧料組成物にＣ２２以上の高級アルコールを多く配合して、本発明の好ましい効果が得
られることを見出した。
【００２３】
　（第２発明）
　上記第２発明により、乳化物である剤の安定性及び粘度安定性がより優れた毛髪化粧料
組成物が得られる。
【００２４】
　（第３発明）
　上記第３発明により、圧縮ガス又は液化ガスにて吐出される毛髪化粧料組成物が得られ
る。例えば、エアゾール型毛髪化粧料組成物が得られる。好ましくは、エアゾール型クリ
ーム状毛髪化粧料組成物が得られる。
【００２５】
　毛髪化粧料組成物において、乳化物である剤の安定性を向上させるために粘度を上昇さ
せる手法を採用することもできるが、操作性に不具合を生じるおそれ、単位時間における
吐出量が一定にならないおそれがある。また、毛髪化粧料組成物の染毛性を向上させるた
めに高級アルコールの配合量を増やすという手法が考えられるが、この場合も必要以上に
粘度が大きくなってしまうおそれがある。
【００２６】
　粘度の安定を実現するために高級アルコールの種類を変更する、界面活性剤の量を少な
くする手法を採用することもできるが、乳化物である剤の安定性が低下してしまうおそれ
がある。これにより、吐出量の制御が困難になるおそれ、剤を均質に吐出できないおそれ
、毛髪化粧料組成物の操作性の低下のおそれがある。
【００２７】
　本願第３発明は、毛髪化粧料組成物を圧縮ガス又は液化ガスを用いて吐出するのに適し
た粘度とした場合おいて、毛髪化粧料組成物の良好な粘度安定性及び乳化物である剤の安
定性を得ることができる。また、毛髪化粧料組成物は、明度付与効果や染毛力に優れる。
【００２８】
　（第４発明）
　上記第４発明により、乳化安定性及び粘度安定性、並びに染毛力、明度付与に優れた多
剤式毛髪化粧料組成物の第１剤が提供される。好ましくは、圧縮ガス又は液化ガスにて吐
出する多剤式毛髪化粧料組成物の第１剤が提供される。
【００２９】
　例えば後述の実施例にあるように、第１剤が酸化染料等の染料を含まない場合、乳化安
定性及び粘度安定性、並びに明度付与に優れる。
【００３０】
　（第５発明）
　上記第５発明により、乳化安定性及び粘度安定性、並びに染毛力・明度付与に優れた第
１剤を構成に含む多剤式毛髪化粧料組成物が提供される。好ましくは、圧縮ガス又は液化
ガスにて吐出する多剤式毛髪化粧料組成物が提供される。
【００３１】
　例えば後述の実施例にあるように、第１剤が酸化染料等の染料を含まない場合、乳化安
定性及び粘度安定性、並びに明度付与に優れる。
【００３２】
　（第６発明）
　上記第６発明により、好ましい毛髪化粧料組成物の使用方法が提供される。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　次に、本発明を実施するための形態を、その最良の形態を含めて説明する。
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【００３４】
　〔毛髪化粧料組成物〕
　本発明の毛髪化粧料組成物は、剤の数は限定されず、１剤式としても良いし、２剤以上
を構成に含む多剤式としても良い。２剤以上を構成に含む場合は、多剤式毛髪化粧料組成
物とも呼ぶ場合がある。本発明の毛髪化粧料組成物は、多剤式毛髪化粧料組成物において
は第１剤であることが好ましい。アルカリ剤を含有する第１剤と酸化剤を含有する第２剤
とからなる２剤式が好適であるが、本発明の効果を阻害しない限り、例えば酸化助剤を含
有する第３剤も付加した３剤以上の構成としても良い。
【００３５】
　毛髪化粧料組成物は、酸化染毛剤、毛髪脱色剤、毛髪脱染剤、直接染毛料、一時着色料
、整髪料、毛髪ケア剤等を含有する概念であり、酸化染毛剤、毛髪脱色剤、毛髪脱染剤が
好ましい。
【００３６】
　本発明の毛髪化粧料組成物は、（Ａ）高級アルコール、（Ｂ）非イオン性界面活性剤を
含有する乳化物で、粘度が８０００～２５０００ｍＰａ・ｓである。更に、アルカリ剤を
含有することが好ましい。
【００３７】
　本発明において、粘度の測定方法は東機産業（株）製Ｂ型粘度計による測定（ローター
Ｎｏ．３、回転数１２ｒｐｍ、２５℃、１分間の条件）である。
【００３８】
　毛髪化粧料組成物の粘度は、８０００～２５０００ｍＰａ・ｓであり、１００００～２
４０００ｍＰａ・ｓであることが好ましい。粘度が８０００ｍＰａ・ｓを下回る場合、高
温下での粘度安定性が低下するという不具合が生じるおそれがあり、２５０００ｍＰａ・
ｓを超えると操作性が低下するという不具合が生じるおそれがある。後述する比較例２は
、粘度変化は少ないものの、粘度自体が低いため、高温下での粘度安定性が悪い結果とな
ると合理的に推測される。
【００３９】
　本発明の毛髪化粧料組成物は、圧縮ガス又は液化ガスにて吐出されることが好ましい。
エアゾール型クリーム状毛髪化粧料組成物であることが好ましく、エアゾール型クリーム
状多剤式毛髪化粧料組成物の第１剤であることも好ましい。
【００４０】
　毛髪化粧料組成物は乳化物であるが、好ましくはクリーム状、乳液状、フォーム状であ
り、より好ましくはクリーム状、フォーム状である。
【００４１】
　多剤式毛髪化粧料組成物の場合、１剤を除く各剤の混合前の剤型は特に限定されない。
各剤の混合後は、フォーム状、クリーム状、乳液状が好ましく、フォーム状、クリーム状
がより好ましく、クリーム状が特に好ましい。各剤の混合比率は適宜決定することができ
る。
【００４２】
　また、毛髪化粧料組成物（多剤式毛髪化粧料組成物の場合は各剤）は、圧縮ガス又は液
化ガスである噴射剤を混合した状態でエアゾール型容器に封入されても良いし、噴射剤と
隔離された状態でエアゾール型容器に封入されても良い。噴射剤としては、例えばＬＰＧ
、ジメチルエーテル、窒素、二酸化炭素等が挙げられる。
【００４３】
　エアゾール型容器に封入される噴射剤の量は限定されない。
【００４４】
　毛髪化粧料組成物は、周知の方法により使用することができる。エアゾール型容器から
毛髪化粧料組成物を吐出させ、毛髪に適用する方法が好ましい。エアゾール型容器は特に
限定されず、毛髪化粧料組成物の各剤を別々に吐出する機構を備えていても良いし、任意
の複数の剤を同時に吐出する機構を備えていても良い。エアゾール型容器から吐出された
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後の剤型は上記の好ましい剤型とすることができる。
【００４５】
　乳化物の安定（剤の安定ともいう）とは高温下（６０℃）にて後述の実施例のように一
定期間分離しないことである。
【００４６】
　粘度の安定とは粘度比率（４０℃６ヶ月保存後の粘度／調製直後の粘度）が１に近い場
合を言う。
【００４７】
　（Ａ）成分である高級アルコールは、炭素数１４以上の１価のアルコールである。高級
アルコールの骨格も特段に限定されず、直鎖状、分岐状、芳香族アルコール等の環状構造
を含むものを含む。また、飽和・不飽和の別も限定されない。（Ａ）成分である高級アル
コールは適宜市販品を用いても良いし、合成品を用いても良い。（Ａ）成分は１種又は複
数種の高級アルコールから構成されて良い。
【００４８】
　毛髪化粧料組成物における（Ａ）成分の配合量は、４．０～８．０質量％であり、好ま
しくは４．０～７．５質量％、より好ましくは４．５～７．０質量％である。（Ａ）成分
の配合量が４．０質量％を下回る場合、剤の安定性の低下、染毛力・明度の低下という不
具合が生じるおそれがあり、８．０質量％を超えると操作性の低下という不具合が生じる
おそれがある。
【００４９】
　毛髪化粧料組成物には、Ｃ２２（炭素数２２）以上の高級アルコールが比較的多く配合
されることが好ましい。骨格は直鎖状又は分岐状が好ましい。飽和・不飽和の別について
は、飽和であることが好ましい。Ｃ２２以上の高級アルコールとして好ましいものは、ベ
ヘニルアルコールである。
【００５０】
　Ｃ２２以上の高級アルコールの質量の合計を、全高級アルコール質量で割った値が「（
Ａ）成分の全量に対する、Ｃ２２以上の高級アルコール量の質量比」である。当該質量比
は０．５０～１であり、好ましくは０．５５～１であり、より好ましくは０．６０～１で
ある。Ｃ２２以上の高級アルコールの質量比が０．５０を下回る場合、剤の安定性と粘度
安定性の両立ができなくなるおそれがある。
【００５１】
　（Ｂ）成分である非イオン性界面活性剤は特に限定されず、適宜市販品を用いることが
できる。（Ｂ）成分は（Ａ）成分と共に剤の粘度に影響を与える。（Ｂ）成分は１種又は
複数種の非イオン性界面活性剤から構成されて良い。例えば、本発明の効果を阻害しない
限り、下記１．～１４．の非イオン性界面活性剤を用いることができる。
【００５２】
　１．ポリオキシエチレン（以下、「ＰＯＥ」という）アルキルエーテル。
【００５３】
　２．ＰＯＥノニルフェニルエーテル、ＰＯＥオクチルフェニルエーテル等のＰＯＥアル
キルフェニルエーテル。
【００５４】
　３．モノオレイン酸ＰＯＥソルビタン、モノステアリン酸ＰＯＥソルビタン、モノパル
ミチン酸ＰＯＥソルビタン、モノラウリン酸ＰＯＥソルビタン、トリオレイン酸ＰＯＥソ
ルビタン等のＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル。
【００５５】
　４．モノステアリン酸ＰＯＥグリセリン、モノミリスチン酸ＰＯＥグリセリン等のＰＯ
Ｅグリセリルモノ脂肪酸エステル。
【００５６】
　５．テトラオレイン酸ＰＯＥソルビット、ヘキサステアリン酸ＰＯＥソルビット、モノ
ラウリン酸ＰＯＥソルビット、ＰＯＥソルビットミツロウ等のＰＯＥソルビトール脂肪酸
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エステル。
【００５７】
　６．ＰＯＥ硬化ヒマシ油、ＰＯＥヒマシ油。
【００５８】
　７．モノオレイン酸ポリエチレングリコール、モノステアリン酸ポリエチレングリコー
ル、モノラウリン酸ポリエチレングリコール。
【００５９】
　８．親油型モノオレイン酸グリセリン、親油型モノステアリン酸グリセリン、自己乳化
型モノステアリン酸グリセリン等の高級脂肪酸グリセリンエステル。
【００６０】
　９．モノオレイン酸ソルビタン、セスキオレイン酸ソルビタン、トリオレイン酸ソルビ
タン、モノステアリン酸ソルビタン、モノパルミチン酸ソルビタン、モノラウリン酸ソル
ビタン等のソルビタン脂肪酸エステル。
【００６１】
　１０．ＰＯＥラノリン、ＰＯＥラノリンアルコール、ＰＯＥソルビトールラノリン等の
ラノリン誘導体。
【００６２】
　１１．ラウリン酸ジエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド等のアルキロ
ールアミド。
【００６３】
　１２．ＰＯＥステアリン酸アミド等のＰＯＥ脂肪酸アミド。
【００６４】
　１３．ショ糖脂肪酸エステル。
【００６５】
　１４．ジメチルラウリルアミンオキシド、ラウラミンオキシド、ヤシ油アルキルジメチ
ルアミンオキシド等のアルキルアミンオキシド。
【００６６】
　１５．ラウリルグルコシド、アルキル（８～１６）グルコシド等のアルキルグルコシド
。
【００６７】
　１６．レシチン誘導体水素添加大豆レシチン、水素添加卵黄レシチン等。
【００６８】
　１７．ＰＯＥ・ポリオキシプロピレン（以下ＰＯＰと略す）セチルエーテル等のＰＯＥ
・ＰＯＰアルキルエーテル。
【００６９】
　１８．ＰＯＥジオレイン酸メチルグルコシド等のＰＯＥメチルグルコシド脂肪酸エステ
ル。
【００７０】
　毛髪化粧料組成物における（Ｂ）成分の配合量は特に限定されないが、好ましくは１～
６質量％、より好ましくは２～５質量％である。
【００７１】
　本発明の毛髪化粧料組成物における（Ｂ）成分に対する（Ａ）成分の質量比「（Ａ）／
（Ｂ）」は（Ａ）成分の質量を（Ｂ）成分の質量で割った値である。当該質量比は特に限
定されないが、好ましくは１．２０～３．０であり、より好ましくは１．４～２．８であ
り、特に好ましくは１．６～２．５である。好ましい範囲内であれば、乳化物である剤の
安定性の向上、粘度安定性の向上という効果が得られる。
【００７２】
　アルカリ剤としては、アンモニア、アルカノールアミン（モノエタノールアミン、ジエ
タノールアミン、トリエタノールアミン、モノイソプロパノールアミン、ジイソプロパノ
ールアミン、トリイソプロパノールアミン等）、有機アミン類（２－アミノ－２－メチル
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－１－プロパノール、２－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール、グアニジン
等）、無機アルカリ（水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウ
ム等）、塩基性アミノ酸（アルギニン、リジン等）及びそれらの塩等が例示される。これ
らの１種又は２種以上を適宜配合することができる。好ましいアルカリ剤は、アンモニア
、モノエタノールアミン、無機アルカリである。
【００７３】
　アルカリ剤の含有量は特に限定されないが、０．５～１５質量％が好ましく、１～１２
質量％がより好ましい。
【００７４】
　毛髪化粧料組成物のｐＨは本発明の効果を阻害しない限り特に限定されないが、７．５
～１１が好ましく、８．５～１１がより好ましい。
【００７５】
　〔その他〕
　本発明の毛髪化粧料組成物（多剤式毛髪化粧料組成物の場合は、構成に含まれる各剤）
は、本発明の効果を阻害しないことを条件に、例えば以下の成分を適当量配合することが
できる。
【００７６】
　（イオン性界面活性剤）
　イオン性界面活性剤には、カチオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤及び両性界面
活性剤が包含される。
【００７７】
　カチオン性界面活性剤としては、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム、塩化セチルト
リメチルアンモニウム、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム（ステアルトリモニウム
クロリド）、塩化ジステアリルジメチルアンモニウム、塩化ベヘニルトリメチルアンモニ
ウム（ベヘントリモニウムクロリド）、臭化セチルトリメチルアンモニウム、臭化ステア
リルトリメチルアンモニウム、エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチル
アンモニウム、ステアリルトリメチルアンモニウムサッカリン、セチルトリメチルアンモ
ニウムサッカリン、メチル硫酸ベヘニルトリメチルアンモニウム等が例示される。
【００７８】
　アニオン性界面活性剤としては、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸カリウム、ラ
ウリル硫酸アンモニウム、ラウリル硫酸トリエタノールアミン、セチル硫酸ナトリウム、
ステアリル硫酸ナトリウム、ＰＯＥラウリル硫酸ナトリウム、ＰＯＥラウリルエーテル硫
酸ナトリウム、ＰＯＥラウリル硫酸トリエタノールアミン、ＰＯＥラウリル硫酸アンモニ
ウム、ＰＯＥステアリル硫酸ナトリウム、ステアロイルメチルタウリンナトリウム、ドデ
シルベンゼンスルホン酸トリエタノールアミン、テトラデセンスルホン酸ナトリウム、Ｐ
ＯＥラウリルリン酸及びその塩、Ｎ－ラウロイルグルタミン酸塩類、Ｎ－ラウロイルメチ
ル－β－アラニン塩、Ｎ－アシルグリシン塩、Ｎ－アシルグルタミン酸塩等が例示される
。
【００７９】
　両性界面活性剤としては、ラウリルベタイン、イミダゾリン、アミドベタイン、カルボ
ベタイン、スルホベタイン、ヒドロキシスルホベタイン、アミドスルホベタイン、２－ウ
ンデシル－Ｎ－カルボキシメチル－Ｎ－ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインナト
リウム、ココアミドプロピルベタイン、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン等が例示さ
れる。
【００８０】
　（油性成分）
　油性成分としては、高級脂肪酸、油脂、炭化水素、ロウ類、エステル類、シリコーン類
等が例示される。
【００８１】
　高級脂肪酸としては、例えば、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン
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酸、ベヘニン酸、イソステアリン酸、ヒドロキシステアリン酸、１２－ヒドロキシステア
リン酸、オレイン酸、ウンデシレン酸、リノール酸、リシノール酸、ラノリン酸及びこれ
らの塩等が挙げられる。油脂としては、オリーブ油、ローズヒップ油、ツバキ油、シア脂
、マカデミアナッツ油、アーモンド油等が例示される。炭化水素としては、α－オレフィ
ンオリゴマー、軽質イソパラフィン、軽質流動イソパラフィン、流動イソパラフィン、流
動パラフィン、スクワラン、ポリブテン、パラフィン、ポリエチレン末、マイクロクリス
タリンワックス、ワセリン等が例示される。ロウ類としては、ミツロウ、キャンデリラロ
ウ、カルナウバロウ、ホホバ油、ラノリン等が例示される。エステル類としては、ミリス
チン酸イソプロピル、アジピン酸ジイソプロピル、オクタン酸セチル、パルミチン酸イソ
プロピル、ステアリン酸ブチル等が例示される。シリコーン類としては、メチルポリシロ
キサン（INCI名：ジメチコン）、ヒドロキシ末端基を有するジメチルポリシロキサン（IN
CI名：ジメチコノール）、メチルフェニルポリシロキサン、各種の高重合シリコーン、ア
ミノ変性シリコーン、ベタイン変性シリコーン、アルキル変性シリコーン等が例示される
。
【００８２】
　（アルキルグリセリルエーテル）
　アルキルグリセリルエーテルとしては、バチルアルコール（モノステアリルグリセリル
エーテル）、キミルアルコール（モノセチルグリセリルエーテル）、セラキルアルコール
（モノオレイルグリセリルエーテル）等が例示される。
【００８３】
　（多価アルコール）
　多価アルコールとしては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレング
リコール等のグリコール類や、グリセリン、ジグリセリン等のグリセリン類等が例示され
る。
【００８４】
　（ペプチド、アミノ酸系成分）
　ペプチド、アミノ酸系成分としては、コラーゲン、ケラチン、エラスチン、フィブロイ
ン、シルク、カゼイン、ゼラチン等の動物系蛋白質、コムギ、オオムギ、カラスムギ、ダ
イズ、アーモンド等の植物から得られるタンパク質、これらのタンパク質を酸、アルカリ
、酵素等により加水分解したもの、等が例示される。
【００８５】
　（高分子化合物）
　高分子化合物としては、カチオン化セルロース誘導体、カチオン性澱粉、カチオン化グ
アーガム、ジアリル４級アンモニウム塩の重合体又は共重合体、４級化ポリビニルピロリ
ドン等が例示される。
【００８６】
　カチオン化セルロース誘導体としては、ヒドロキシエチルセルロースに塩化グリシジル
トリメチルアンモニウムを付加して得られる４級アンモニウム塩の重合体（ポリクオタニ
ウム-10、例えばカチナールＨＣ－１００、同ＨＣ－２００、同ＬＣ－１００、同ＬＣ－
２００；東邦化学工業（株）、セルコートＳＣ－２３０Ｍ；アクゾノーベル社、レオガー
ドG、同GP；ライオン（株））、ヒドロキシエチルセルロース／ジメチルジアリルアンモ
ニウムクロリド共重合体（ポリクオタニウム-4、例えばセルコートH-100、同L-200；アク
ゾノーベル社）、塩化Ｏ－［２－ヒドロキシ－３－（ラウリルジメチルアンモニオ）プロ
ピル］ヒドロキシエチルセルロース等が例示される。ジアリル４級アンモニウム塩の重合
体又は共重合体としては、ジメチルジアリルアンモニウムクロリド重合体（ポリクオタニ
ウム-6、例えばマーコート100；Nalco社）、ジメチルジアリルアンモニウムクロリド／ア
クリル酸共重合体（ポリクオタニウム-22、例えばマーコート280；Nalco社）、アクリル
酸／ジアリル第四級アンモニウム塩／アクリルアミド共重合体（ポリクオタニウム-39、
例えばマーコートプラス3331；Nalco社）等が例示される。４級化ポリビニルピロリドン
としては、ビニルピロリドン（VP）とメタクリル酸ジメチルアミノエチルの共重合体と硫
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酸ジエチルから得られる４級アンモニウム塩（ポリクオタニウム-11、例えばガフコート7
34、同755；アイエスピー・ジャパン社）等が例示される。
【００８７】
　その他、高分子化合物としては、カルボキシビニルポリマー等のアニオン性ポリマー、
水溶性ポリマー等が例示される。水溶性ポリマーの具体例としては、アラビアガム、キサ
ンタンガム、カラギーナン、ペクチン、寒天、デンプン、アルゲコロイド（褐藻エキス）
等の植物性高分子、デキストラン、プルラン等の微生物系高分子、カルボキシメチルデン
プン、メチルヒドロキシプロピルデンプン等のデンプン系高分子、メチルセルロース、エ
チルセルロース、ニトロセルロース、ヒドロキシエチルセルロース等のセルロース系高分
子、アルギン酸ナトリウム等のアルギン酸系高分子、カルボキシビニルポリマー等のビニ
ル系高分子等が例示される。
【００８８】
　（ｐＨ緩衝成分）
　ｐＨ緩衝成分は、無機酸又は有機酸である酸成分と、無機アルカリ又は有機アルカリで
あるアルカリ成分とからなる。特に、有機酸と有機アルカリからなるものが好ましい。
【００８９】
　有機酸としては、ヒドロキシカルボン酸（グリコール酸、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、
酒石酸等）、ジカルボン酸（コハク酸等）が例示される。有機アルカリとしては、モルフ
ォリン等の揮発性アルカリ成分、モノエタノールアミン等のアルカノールアミン類、２－
アミノ－２－メチル－1－プロパノール等のアミノアルコール類、Ｌ－アルギニン、Ｌ－
リジン、Ｌ－ヒスチジン等の塩基性アミノ酸が例示される。
【００９０】
　（カチオン性化合物）
　カチオン性化合物としては、酸中和型の第三級アミドアミンが例示される。
【００９１】
　（他の成分）
　本発明の多剤式毛髪化粧料組成物の各剤は、上記以外にも、水、メチルパラベン、フェ
ノキシエタノール等の防腐剤、殺菌剤、ＥＤＴＡ－２Ｎａ等のキレート剤、ｐＨ調整剤、
酸化防止剤、セラミド類、ビタミン類、植物抽出物、紫外線吸収剤、香料、帯電防止剤、
毛髪柔軟剤、色素、浸透促進剤、安定化剤、各種動植物抽出物、生薬抽出物等を任意に含
有することができる。
【００９２】
　酸化染毛剤は第１剤中のアルカリ剤により毛髪を膨潤させて酸化染料中間体と、例えば
第２剤中の酸化剤を毛髪内部に浸透させ、併せてアルカリ剤に基づくｐＨ変化により酸化
剤の作用を促進し、酸化剤により毛髪に含まれるメラニンを分解・脱色すると共に、第１
剤に配合された酸化染料中間体を酸化重合させ発色させる。毛髪脱色剤は上記の酸化染毛
剤における第１剤に酸化染料中間体を含有せず、メラニンの分解・脱色のみを行う。毛髪
脱染剤は毛髪脱色剤の組成において更に酸化助剤として各種の過硫酸塩等を配合し、毛髪
中に存在する酸化染料中間体の重合体の分解・脱色も行う。酸化染料中間体は主要中間体
からなり、あるいは主要中間体とカプラーからなる。酸化染毛剤には、染毛色調を調整す
るため、更に直接染料等を配合することがある。
【００９３】
　酸化剤としては、臭素酸カリウム、臭素酸ナトリウム、過ホウ酸ナトリウム、過酸化水
素、過酸化物等。過酸化物としては、過酸化尿素、過酸化メラミン、過炭酸ナトリウム、
過炭酸カリウム、過ホウ酸ナトリウム、過ホウ酸カリウム、過硫酸アンモニウム、過酸化
ナトリウム、過酸化カリウム、過酸化マグネシウム、過酸化バリウム、過酸化カルシウム
、過酸化ストロンチウム、硫酸塩の過酸化水素付加物、リン酸塩の過酸化水素付加物、ピ
ロリン酸塩の過酸化水素付加物等が例示される。
【００９４】
　酸化染料中間体の内、主要中間体としては、主としてｏ－又はｐ－のフェニレンジアミ
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ン類あるいはアミノフェノール類である着色染料先駆物質が挙げられ、具体的にはｐ－フ
ェニレンジアミン、トルエン－２，５－ジアミン（ｐ－トルイレンジアミン）、Ｎ－フェ
ニル－ｐ－フェニレンジアミン、４，４’－ジアミノジフェニルアミン、ｐ－アミノフェ
ノール、ｏ－アミノフェノール、ｐ－メチルアミノフェノール、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒド
ロキシエチル）－ｐ－フェニレンジアミン、２－ヒドロキシエチル－ｐ－フェニレンジア
ミン、ｏ－クロル－ｐ－フェニレンジアミン、４－アミノ－ｍ－クレゾール、２－アミノ
－４－ヒドロキシエチルアミノアニソール、２，４－ジアミノフェノール及びそれらの塩
類等が例示される。塩類としては、塩酸塩、硫酸塩、酢酸塩等が例示される。
【００９５】
　カプラーとしては、主としてｍ－のジアミン類、アミノフェノール類又はジフェノール
類が挙げられ、具体的にはレゾルシン、カテコール、ピロガロール、フロログルシン、没
食子酸、ハイドロキノン、５－アミノ－ｏ－クレゾール、ｍ－アミノフェノール、５－（
２－ヒドロキシエチルアミノ）－２－メチルフェノール、ｍ－フェニレンジアミン、２，
４－ジアミノフェノキシエタノール、トルエン－３，４－ジアミン、α－ナフトール、２
，６－ジアミノピリジン、ジフェニルアミン、３，３’－イミノジフェニール、１，５－
ジヒドロキシナフタレンおよびタンニン酸及びそれらの塩等が例示される。
【００９６】
　直接染料としては、各種の酸性染料、塩基性染料、ニトロ染料、天然染料、分散染料等
が挙げられる。
【実施例】
【００９７】
　以下、本発明の実施例を比較例と共に説明する。本発明の技術的範囲は、以下の実施例
に限定されない。
【００９８】
　〔２剤式毛髪化粧料組成物の調製〕
　後に示す表１の実施例１～１２及び比較例１～４に係る乳化物である第１剤を、常法に
より調製した。実施例１及び２は酸化染料を含有しないので、「染毛力」の評価は行って
いない。
【００９９】
　上記の実施例１～１２及び比較例１～４に係る第１剤と共に用いる第２剤は、表２に示
す組成とした。
【０１００】
　〔試験〕
　（第１剤の、剤の安定性試験）
　試験方法：各例の第１剤組成物を６０℃の恒温槽にて保存した。
【０１０１】
　評価方法：目視にて乳化物が分離しているか否かを確認し、乳化物が分離するまでに要
した日数により評価した。
【０１０２】
　評価基準：分離するまでの日数が、１週間以上であった場合には「５」、３日以上であ
った場合には「４」、１日以上３日未満であった場合には「３」、１２時間以上１日未満
であった場合には「２」、１２時間未満であった場合には「１」と評価した。
【０１０３】
　（第１剤の粘度安定性試験）
　試験方法：各例の第１剤組成物を４０℃の恒温層で６ヶ月保存した。６ヶ月保存後の組
成物の粘度をＢ型粘度計にて、ローターＮｏ．３、回転数１２ｒｐｍ、２５℃、１分間の
条件で測定した。
【０１０４】
　評価方法：調製直後の組成物を同条件で測定した粘度及び６ヶ月保存後の組成物の粘度
から粘度比率（粘度比率＝６ヶ月保存後の粘度／調製直後の粘度）を算出した。この粘度
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【０１０５】
　評価基準：粘度比率が０．８０以上１．２０未満であった場合には「５」、粘度比率が
０．６０以上０．８０未満又は１．２以上２．０未満であった場合には「４」、粘度比率
が０．４０以上０．６０未満又は２．０以上３．０未満であった場合には「３」、粘度比
率が０．２０以上０．４０未満又は３．０以上４．０未満であった場合には「２」、粘度
比率が０．２０未満又は４．０以上であった場合には「１」と評価した。
＜染毛力試験と明度試験＞
　第１剤及び第２剤を１：１の質量比で混合して得られた染毛剤を、黒毛の人毛毛束（以
下、単に毛束という。）に刷毛を用いて塗布し、室温（２５℃）にて３０分間放置した。
次に毛束に付着した染毛剤を水で洗い流した後、毛束にシャンプーを２回、及びリンスを
１回施術した。続いて、毛束を温風で乾燥して染毛処理された毛束を得た。染毛処理され
た毛束について、染毛力及び明度を下記に示す方法に従い評価した。
【０１０６】
　（染毛力）
　評価方法：各例の染毛処理を施した毛束について、パネラー２０名が標準光源下で目視
にて発色度合いを評価することにより発色が良いか否かについて判断した。
【０１０７】
　評価基準：２０名のパネラーのうち「良い」と答えた人が１７人以上を評価５、パネラ
ー２０人中「良い」と答えた人が１３～１６人を評価４、パネラー２０人中「良い」と答
えた人が９～１２人を評価３、パネラー２０人中「良い」と答えた人が５～８人を評価２
、パネラー２０人中「良い」と答えた人が４人以下を評価１とした。
【０１０８】
　（明度）
　評価方法：各例の染毛処理を施した毛束について、パネラー２０名が標準光源下で目視
にて明度が良いか否かについて判断した。
【０１０９】
　評価基準：２０名のパネラーのうち「良い」と答えた人が１７人以上を評価５、パネラ
ー２０人中「良い」と答えた人が１３～１６人を評価４、パネラー２０人中「良い」と答
えた人が９～１２人を評価３、パネラー２０人中「良い」と答えた人が５～８人を評価２
、パネラー２０人中「良い」と答えた人が４人以下を評価１とした。
【０１１０】
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【表１】

【０１１１】
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【表２】

【産業上の利用可能性】
【０１１２】
　本発明により、乳化物である剤の安定性及び剤の特定範囲の粘度の安定性を維持した毛
髪化粧料組成物が提供される。加えて、染毛力、明度が良好な毛髪化粧料組成物が提供さ
れる。また、これらの効果を奏する多剤式毛髪化粧料組成物の第１剤が提供される。
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